
■
児
童
手
当
現
況
届
と
は

　
毎
年
６
月
１
日
に
お
け
る
受
給
者

(

子
ど
も
の
父
・
母)
お
よ
び
児
童
の

状
況
を
把
握
し
、
６
月
分
以
降
も
引

き
続
い
て
受
給
資
格
が
あ
る
か
ど
う

か
を
調
査
す
る
も
の
で
す
。

■
手
続
き
方
法

　
対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
頃
に

「
提
出
書
類
」
一
式
を
送
付
し
ま
し

た
。
６
月
１
～
30
日
ま
で
の
間
に
関

係
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
提
出
書
類

【
全
員
が
提
出
す
る
も
の
】

・
現
況
届

・�

受
給
者
（
振
込
口
座
の
名
義
と

な
っ
て
い
る
方
）
の
健
康
保
険
証

の
写
し

【
現
況
届
提
出
時
に
支
給
対
象
児
童

と
別
居
し
て
い
る
方
】

　
別
居
監
護
申
立
書
（
対
象
の
方
に

は
書
類
を
同
封
し
て
い
ま
す
）

■
注
意
事
項

・�

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
、
６

月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。
（
申
請
の
翌
月
分

か
ら
の
適
用
と
な
り
、
原
則
遡
っ

て
の
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
）

・�

令
和
２
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告

や
市
町
村
民
税
申
告
が
お
済
み
で

な
い
方
は
、
所
得
の
審
査
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

・�
出
生
や
転
入
な
ど
に
よ
り
、
芝
山

町
で
新
た
に
受
給
を
開
始
す
る
こ

と
と
な
り
、
支
給
額
が
増
額
と
な

る
場
合
に
は
受
給
者
か
ら
の
申
請

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
窓
口

　
福
祉
保
健
課
子
育
て
支
援
係

■
支
給
月　
６
月
・
10
月
・
２
月

福祉
児
童
手
当
に
つ
い
て

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す

　
児
童
手
当
は
中
学
校
修
了
前
ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
す
る
父
母
な
ど
に

手
当
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。
現
在
受
給
中
の
方
で
令
和
３
年
６
月
分
以

降
も
受
給
す
る
た
め
に
は
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

■支給月額
受給者（生計中心者）が所得制限額未満の方

３歳未満 15,000円 一　律
３歳以上

小学校修了前 10,000円 ※第３子以降は15,000円

中 学 生 10,000円 一　律
受給者（生計中心者）が所得制限額以上の方

特例給付 5,000円

　
交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
の
第

三
者
行
為
に
よ
っ
て
傷
病
を
受
け
た

場
合
で
も
、
届
け
出
を
す
る
こ
と
で

国
保
加
入
者
は
保
険
証
を
使
っ
て
治

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
第
三
者
行
為
で
受
け
た
傷
病
の
医

療
費
は
、
原
則
加
害
者
が
全
額
負
担

す
る
べ
き
も
の
で
す
。
届
け
出
し
保

険
証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け
る
と
、

国
保
は
加
入
者
の
医
療
費
を
一
時
的

に
立
て
替
え
、
後
に
加
害
者
に
費
用

を
請
求
し
ま
す
。

■
国
保
を
使
用
で
き
な
い
場
合

・
労
災
対
象
の
事
故

・
犯
罪
行
為

・�

飲
酒
運
転
や
無
免
許
運
転
な
ど
の

法
令
違
反
で
の
事
故

・
闘
争
に
よ
る
け
が

■ 

「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す

　
当
該
の
傷
病
を
受
け
た
場
合
は
、

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
へ
速
や
か

に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

届
け
出
を
す
る
前
に
加
害
者
か
ら

治
療
費
を
受
け
取
っ
た
り
示
談
を

済
ま
せ
た
り
す
る
と
、
国
保
が
使

え
な
く
な
り
ま
す
。
示
談
を
結
ぶ

前
に
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
を

受
け
た
ら
必
ず
届
け
出
を

福
祉
保
健
課 

子
育
て
支
援
係 

☎
77
‐
３
９
１
４

問

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係

☎
77
‐
３
９
１
3

問

▲２年ぶりに空を泳いだ鯉のぼり（芝山公園）
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■ 

助
成
対
象　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

購
入
時
に
芝
山
町
に
住
所
を
有

し
、
か
つ
満
６
歳
未
満
の
子
ど
も

を
養
育
し
て
い
る
保
護
者

■ 

対
象
物　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
、

ベ
ビ
ー
シ
ー
ト
、
ジ
ュ
ニ
ア
シ
ー
ト

■ 

助
成
額

　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
使
用
す
る

こ
と
と
な
る
満
６
歳
未
満
の
子
ど
も

に
対
し
、
１
台
限
り
で
消
費
税
相
当

額
を
除
い
た
本
体
価
格
（
た
だ
し
、

１
０
，
0
0
0
円
を
超
え
る
場
合
は

１
０
，
0
0
0
円
と
す
る
）

■
必
要
書
類

・�

申
請
書
（
総
務
課
自
治
振
興
係
の

窓
口
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

助成
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
購
入

助
成
金
を
交
付
し
ま
す

　
町
で
は
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
な
ど
を
購
入
す
る
際
に
助
成
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

取
得
で
き
ま
す
）

・
領
収
書
の
写
し

・�

安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
も
の
の
写
し
（
商
品
の

取
扱
説
明
書
や
証
明
書
な
ど
）

・�

振
込
先
金
融
機
関
の
口
座
番
号
が

分
か
る
も
の
の
写
し（
通
帳
な
ど
）

■
申
請
方
法

・�
窓
口
で
の
申
請
の
場
合
は
、
総
務

課
自
治
振
興
係
（
役
場
南
庁
舎
１

階
）
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・�

郵
送
で
の
申
請
の
場
合
は
、
必
要

書
類
を
（
〒
2
8
9-

1
6
9
2

芝
山
町
小
池
9
9
2　
芝
山
町
総

務
課
自
治
振
興
係
宛
）
ま
で
ご
郵

送
く
だ
さ
い
。

総
務
課 

自
治
振
興
係 

☎
77
‐
３
９
０
３

問

　
督
促
後
も
納
め
ず
に
い
る
と
保
険

の
給
付
に
制
限
が
か
か
り
、
通
常
の

保
険
証
の
代
わ
り
に
有
効
期
間
の
短

い
「
短
期
被
保
険
者
証
」
が
交
付
さ

れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
納
期
限
か
ら
１
年
を
過

ぎ
る
と
「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」

が
交
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

資
格
証
明
書
は
保
険
証
と
異
な
り
、

医
療
機
関
を
受
診
し
た
際
い
っ
た
ん

全
額
自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

Q
．
国
保
税
は
誰
が
納
め
る
の
？

A 

．
世
帯
主
が
納
め
ま
す
。
国
保
で

は
加
入
し
て
い
る
一
人
一
人
が
被

保
険
者
で
す
が
、
国
保
税
は
世
帯

主
が
ま
と
め
て
納
め
ま
す
。

Q 
．
国
保
税
は
ど
の
よ
う
に
決
め
ら

れ
る
の
？

A      

．
年
度
（
４
月
か
ら
翌
年
３
月
）

ご
と
に
計
算
し
て
決
め
ら
れ
ま

す
。
年
度
の
途
中
で
加
入
人
数
が

変
わ
っ
た
り
、
前
年
の
総
所
得
金

額
が
変
更
に
な
っ
た
り
し
た
と
き

な
ど
は
、
再
度
計
算
し
直
し
ま

す
。

Q 

．
年
度
の
途
中
で
加
入
・
脱
退
し

た
場
合
、
国
保
税
は
ど
う
な
る

の
？

A 

．〈
年
度
途
中
で
加
入
し
た
場
合
〉

加
入
し
た
月
か
ら
年
度
末
ま
で
を

月
割
で
計
算
し
ま
す
。

　
〈
年
度
途
中
で
脱
退
し
た
場
合
〉

　

�

加
入
し
た
月
か
ら
脱
退
し
た
前
月

分
ま
で
を
月
割
で
計
算
し
ま
す
。

■
各
問
合
せ
先

〈
保
険
証
に
関
す
る
こ
と
〉

　
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係

　
☎
77-

3
9
1
3

〈
国
保
税
に
関
す
る
こ
と
〉

　
町
民
税
務
課
課
税
係
・
収
税
係　

　
☎
77-

3
9
1
5
・
3
9
1
6

国保
国
民
健
康
保
険
税

納
め
忘
れ
に
ご
注
意

　
国
保
税
の
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
督
促
が
行
わ
れ
ま
す
。
納
め
忘
れ
が
あ

る
場
合
は
早
急
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

問

国
保
税
の
豆
知
識
Q
&
A

　町公式のFacebookお
よびTwitterからさまざま
な情報を発信しています。
（ホームページ上で発信さ
れる情報も連携して受信で
きます）

《町公式SNSアカウント情報》
●Facebook
�『芝山町役場』

●Twitter
�『千葉県芝山町（公式）』
＠town_shibayama

町公式SNSを
ご登録ください！

総務課 情報公聴係
☎ 77‐3921

問

※��Facebookお
　よびTwitter
　のフォローを
　お願いします。
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